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１
　
は
じ
め
に

米
国
に
お
い
て
、
過
去
一
〇
年
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
付
与
、
有
能
な
人
材
の
確
保
、
株
主
重
視
の
経
営
促
進
、
企
業
や
株
式
市
場

の
活
性
化
の
面
か
ら
こ
の
制
度
を
導
入
す
る
企
業
が
増
加
し
た
。
そ
の
結
果
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
は
、
企
業
財
務
面
や
株
価
形

成
面
、
報
酬
取
得
者
と
株
主
の
利
益
配
分
面
等
で
大
き
な
影
響
を
持
つ
に
至
っ
た
。

し
か
し
、
費
用
計
上
さ
れ
て
い
な
い
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
は
、
企
業
の
「
隠
れ
人
件
費
」
と
さ
れ
、
エ
ン
ロ
ン
事
件
後
に
世
界

に
広
が
っ
た
会
計
不
信
の
象
徴
的
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
そ
の
制
度
を
紹
介
し
、
そ
の
問

題
点
に
触
れ
た
い
。

２
　
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
と
は

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
と
は
、「
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
価
格
で
、
将
来
通
常
は
一
定
の
期
間
内
に
未

発
行
株
式
を
引
き
受
け
、
ま
た
は
既
発
行
・
再
取
得
株
式
に
て
償
却
さ
れ
て
い
な
い
株
式
す
な
わ
ち
金
庫
株
を
買
い
受
け
る
権
利
で

あ
る
。」
（
１
）

と
い
う
。
す
な
わ
ち
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
と
は
、
業
績
連
動
型
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
で
あ
り
、
会
社
の
役
員
、
従
業

員
が
一
定
の
権
利
行
使
期
間
に
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
権
利
行
使
価
格
で
一
定
数
の
株
式
を
会
社
か
ら
買
い
取
る
こ
と
の
で
き
る

権
利
で
あ
る
。

米
国
の
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
制
度
と
そ
の
問
題

三
木
　
ま
り



ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
は
、
米
国
に
お
け
る
一
九
五
〇
年
の
税
制
改
革
の
際
に
、
譲
渡
制
限
付
き
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
に
対
し

て
、
租
税
法
上
の
適
格
用
件
を
満
た
す
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
に
対
す
る
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
課
税
す
る
と
い
う
課
税
上
の
優
遇
が

な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
大
規
模
な
公
開
会
社
に
普
及
し
始
め
た
。

次
に
米
国
に
お
け
る
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
種
類
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
種
類
は
二
種
類
あ
っ
て
、
ま
ず
、
奨
励
型
ス
ト

ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
（Incentive

Stock
O

ption

）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
内
国
歳
入
法
（internalrevenue

code

）
で
定
め
ら
れ
た
基

準
を
満
た
し
て
い
て
、
所
得
課
税
上
の
優
遇
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
非
適
格
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
（N

o-

qualified
Stock

O
ption

）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン
自
体
も
発
行
さ
れ
る
株
券
も
内
国
歳
入
法
の
基
準
を
満
た
し
て
い
な

い
も
の
を
さ
す
。
ま
た
、
ど
ち
ら
の
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
も
自
社
株
の
普
通
株
の
み
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

３
　
米
国
の
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
規
制
に
つ
い
て

米
国
企
業
に
お
い
て
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
権
利
付
与
と
権
利
行
使
に
関
す
る
規
則
や
制
限
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
以

下
で
確
認
す
る
。

米
国
の
会
社
法
（
し
ば
し
ば
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
法
で
あ
る
こ
と
が
多
い
）
は
、
株
式
と
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
発
行
、
そ
の
一
般

的
な
手
続
き
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
発
行
と
そ
の
策
定
は
会
社
の
取
締
役
会
（C

orporation

B
oard

of
D

irectors

）
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
。
実
務
上
よ
り
重
要
な
規
則
は
、
米
国
歳
入
法
で
あ
り
、
手
続
き
と
規
則
は
ス
ト
ッ

ク
オ
プ
シ
ョ
ン
が
適
格
か
非
適
格
か
の
ど
ち
ら
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
。

（23）



（
１
）
奨
励
型
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン

①
　
必
要
な
条
件

・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
株
式
数
と
オ
プ
シ
ョ
ン
を
受
け
る
社
員
の
資
格
に
つ
い
て
書
面
に
て
明
確
に
記
載
し
て
あ
る

こ
と

・
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
の
採
択
ま
た
は
、
株
主
の
承
認
の
あ
っ
た
日
時
の
早
い
方
か
ら
数
え
て
一
〇
年
以
内
に
オ
プ
シ
ョ

ン
が
権
利
付
与
さ
れ
る
こ
と

・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
権
利
付
与
以
後
一
〇
年
後
に
権
利
が
消
滅
す
る
こ
と

・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
権
利
行
使
価
格
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
権
利
付
与
時
点
の
公
正
な
る
時
価
を
下
回
る
こ
と
が
な
い
こ
と

・
権
利
付
与
日
現
在
の
時
価
で
評
価
し
て
権
利
行
使
可
能
な
オ
プ
シ
ョ
ン
に
対
応
す
る
当
該
株
式
の
時
価
総
額
が
暦
年
ベ
ー
ス
で

一
〇
万
ド
ル
を
越
え
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
各
暦
年
で
社
員
に
付
与
さ
れ
る
奨
励
型
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
上
限
は
、

一
〇
万
ド
ル
に
な
る
。
ま
た
、
そ
の
株
式
の
公
正
な
る
時
価
は
権
利
付
与
日
に
確
定
さ
れ
、
グ
ル
ー
プ
会
社
全
体
の
社
員
に
も

適
用
さ
れ
る
。

・
オ
プ
シ
ョ
ン
が
オ
プ
シ
ョ
ン
保
有
者
の
生
存
中
に
オ
プ
シ
ョ
ン
保
有
者
に
よ
っ
て
の
み
権
利
行
使
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
は
、
オ

プ
シ
ョ
ン
保
有
者
の
遺
言
（W

ill

）
に
よ
っ
て
の
み
譲
渡
が
可
能
で
あ
る
こ
と

②
　
米
国
で
の
税
制
上
の
取
り
扱
い

米
国
内
国
歳
入
法
に
よ
り
、
社
員
が
権
利
付
与
か
ら
権
利
行
使
の
三
ヶ
月
前
ま
で
、
会
社
に
在
籍
し
て
い
る
限
り
、
権
利
付
与
と

権
利
行
使
の
い
ず
れ
も
課
税
関
係
を
生
じ
な
い
。
売
却
益
が
通
常
所
得
に
認
定
さ
れ
る
全
て
の
場
合
に
お
い
て
、
雇
用
者
は
社
員
が

負
担
し
た
通
常
所
得
の
金
額
の
範
囲
ま
で
連
邦
税
上
、
損
金
参
入
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
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（
２
）
非
適
格
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン

①
　
必
要
な
条
件

厳
密
な
条
件
を
満
た
さ
な
い
た
め
、
奨
励
型
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
税
制
上
の
恩
典
は
受
け
ら
れ
な
い
。
権
利
行
使
価

格
は
、
通
常
は
権
利
付
与
時
の
公
正
な
時
価
に
設
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
、
ま
た
そ
れ
以
下
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
奨
励
型
ス

ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
が
当
該
会
社
の
社
員
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
非
適
格
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
は
対
象
が
限
定
さ
れ

て
い
な
い
。
非
適
格
Ｓ
Ｏ
の
条
件
設
定
が
柔
軟
に
で
き
、
権
利
付
与
、
権
利
行
使
、
対
象
株
数
の
制
限
が
無
い
。

②
　
米
国
で
の
税
制
上
の
取
り
扱
い

非
適
格
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
権
利
付
与
時
に
お
い
て
、
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
が
時
価
を
有
す
る
場
合
を
除
い
て
、
社
員
に
課
税

関
係
を
生
じ
ず
、
雇
用
者
に
対
し
て
は
、
権
利
付
与
に
お
い
て
損
金
参
入
は
認
め
ら
れ
な
い
。
一
方
、
権
利
行
使
時
に
お
い
て
は
、

社
員
に
権
利
行
使
時
の
当
該
株
式
の
公
正
な
時
価
と
権
利
行
使
価
格
の
差
額
が
課
税
さ
れ
、
雇
用
者
に
同
額
の
損
金
参
入
が
み
と
め

ら
れ
る
。

上
記
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
米
国
で
は
、
非
適
格
Ｓ
Ｏ
が
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る
。

３
　
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
証
券
法
の
規
定
、
権
利
付
与
と
権
利
行
使
に
関
す
る
開
示
に
つ
い
て

発
行
株
式
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
規
則
に
服
す
る
米
国
企
業
は
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
策
定
に
あ
た
っ
て
考
慮
す
る
必
要
の

有
る
規
定
と
し
て
、
証
券
登
録
（S

ecurities
R

egistration

）、
開
示
（D

isclosure

）、
三
四
年
証
券
取
引
法
規
則
一
六
条

（R
eports

ofD
irectors,O

fficers
and

PrincipalShareholders

）
の
短
期
的
利
益
（short

sw
ing

profit

）
に
関
す
る
規
定
（
２
）

が
あ

る
。
議
会
は
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
情
報
に
よ
る
取
引
の
減
少
、
企
業
を
管
理
す
る
上
級
役
員
の
然
る
べ
き
受
託
者
基
準
（proper
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fiduciary
standard

）
の
醸
成
、
投
資
家
へ
の
適
切
な
情
報
提
供
を
意
図
し
て
い
る
。

（
１
）
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
や
株
価
操
縦
を
防
止
す
る
た
め
の
特
別
な
規
定
に
つ
い
て

①
　
三
四
年
証
券
取
引
法
一
六
条
ｂ

同
法
一
六
条
（
ｂ
）
は
、
会
社
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
が
六
ヶ
月
以
内
の
売
買
に
よ
り
得
た
短
期
的
利
益
（short

sw
ing

profit

）

を
会
社
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
る
（
３
）。

当
該
株
式
の
六
ヶ
月
以
内
の
売
買
の
禁
止
対
象
の
中
に
、
株
式
を

発
行
す
る
会
社
の
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
と
各
種
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
も
含
ま
れ
る
。

②
　
三
四
年
証
券
取
引
法
規
則
一
六
条
ｂ
―
三

こ
の
規
定
で
は
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
が
会
社
と
社
員
の
間
の
役
務
の
提
供
に
関
す
る
報
酬
の
一
形
態
で
あ
り
、
市
場
に
お

け
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
利
用
し
た
取
引
と
別
個
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

③
　
三
四
年
証
券
取
引
法
一
〇
条
ｂ
と
同
規
則
一
〇
条
ｂ
―
五

こ
の
二
つ
の
規
定
は
、
反
不
正
行
為
（anti-fraud
）
の
一
般
的
な
規
定
で
あ
る
。

規
則
一
〇
条
ｂ
―
五
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
が
重
要
な
内
部
情
報
を
持
っ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
を
利
用
し
た
取
引
を
禁
じ
る
も
の

で
あ
り
、
社
員
が
オ
プ
シ
ョ
ン
の
権
利
行
使
の
後
、
重
要
な
内
部
情
報
を
利
用
し
て
取
引
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
規
制
の
対
象
と

な
る
（
４
）。

あ
る
会
社
の
役
員
が
重
要
な
内
部
情
報
を
持
ち
な
が
ら
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
を
行
使
し
、
株
式
を
売
却
す
る
、
ま
た
は
、

不
正
に
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
を
利
用
す
る
こ
と
は
、
三
四
年
証
券
取
引
法
一
〇
条
ｂ
及
び
同
規
則
ｂ
―
五
に
基
づ
き
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ

ま
た
は
当
該
株
式
を
売
買
し
た
投
資
家
か
ら
の
訴
訟
の
対
象
と
な
る
。
し
か
し
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
だ
け
で
は
、
同
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規
則
一
〇
条
ｂ
―
五
の
規
制
対
象
と
な
ら
な
い
の
で
、
原
告
側
は
①
故
意
②
重
要
性
③
信
頼
性
④
因
果
関
係
⑤
損
害
に
つ
い
て
立

証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

三
四
年
証
券
取
引
法
規
則
一
四
ｅ
―
三
（T

ransactions
in

Securities
on

the
B

asis
ofM

aterial,N
onpublic

Inform
ation

in
the

C
ontext

ofT
ender

O
ffer

）

こ
の
規
則
は
、
標
的
と
な
っ
た
企
業
の
株
式
の
テ
ン
ダ
ー
・
オ
フ
ァ
ー
中
に
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
が
取
引
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い

る
。

⑤
　
三
四
年
証
券
取
引
法
二
〇
条
Ａ
（Liability

to
C

ontem
poraneous

T
raders

for
Insider

T
rading

）

重
要
な
内
部
情
報
を
利
用
し
て
取
引
を
行
っ
た
も
の
は
、
同
時
点
で
当
該
株
式
を
売
買
し
た
も
の
全
員
に
対
し
て
責
任
を
負
う

と
し
て
い
る
。

⑥
　
三
四
年
証
券
取
引
法
二
一
条
Ａ
（
ａ
）（
二
）（
三
）
及
び
三
二
条
（
ａ
）

三
四
年
証
券
取
引
法
二
一
条
Ａ
（
ａ
）（
二
）
に
よ
り
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
と
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
か
ら
情
報
を
得
て
取
引
し
た
も
の

は
、
当
該
取
引
に
よ
り
得
ら
れ
た
利
益
ま
た
は
回
避
し
た
損
失
の
三
倍
以
内
の
罰
金
を
課
さ
れ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
三
二
条

（
ａ
）（Penalty

）
に
お
い
て
、
百
万
ド
ル
以
内
の
罰
金
、
一
〇
年
間
の
禁
固
刑
、
ま
た
は
そ
の
併
科
と
し
て
い
る
。

⑦
　
一
般
原
則
（G

eneralPrincipals
in

case
law

relevant
to

corporate
insiders

）

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
は
重
要
な
内
部
情
報
を
開
示
す
る
義
務
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
利
用
し
た
取
引
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
考
え
方
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
確
立
し
た
。
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４
　
米
国
の
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
問
題
点

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
一
般
的
な
問
題
点
と
し
て
ま
ず
、
四
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
が
決
し
て
低

コ
ス
ト
の
報
酬
制
度
と
は
限
ら
な
い
こ
と
、
第
二
に
未
行
使
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
価
値
が
巨
大
化
す
る
中
で
、
自
社
株
買
い
で

は
対
応
で
き
な
く
な
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
事
実
、
第
三
に
、
巨
額
化
し
て
い
る
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
価
値
は
所
謂
「
隠
れ

た
」
費
用
な
い
し
負
債
で
あ
り
、
こ
れ
が
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
行
使
へ
の
対
応
を
通
じ
て
表
面
化
す
る
こ
と
を
機
に
株
価
下
落
圧

力
と
な
る
リ
ス
ク
を
孕
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
第
四
に
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
は
、
そ
の
運
用
の
在
り
方
に
よ
っ
て
、

必
ず
し
も
株
主
利
益
を
最
大
化
す
る
こ
と
に
繋
が
ら
な
い
場
合
も
あ
り
、
そ
う
し
た
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
付
与
企
業
の
行
動
に
対

し
て
株
主
が
チ
ェ
ッ
ク
す
る
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
。

米
国
で
過
去
十
数
年
間
に
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
株
式
付
与
形
態
に
よ
る
長
期
の
業
績
連
動
型
報
酬
の
ウ
ェ
イ

ト
を
引
き
上
げ
る
傾
向
が
目
立
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
も
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
が
特
に
幅
広
く
普
及
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
見
て
い
き
た
い
。

（
１
）
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
メ
リ
ッ
ト

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
が
特
に
普
及
し
た
背
景
は
、
株
式
付
与
形
態
の
報
酬
制
度
に
共
通
す
る
メ
リ
ッ
ト
（
５
）

に
加
え
、
ス
ト
ッ
ク
オ

プ
シ
ョ
ン
に
は
、
税
務
処
理
上
の
優
遇
が
講
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
「
節
税
効
果
」
が
あ
る
。

「
コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
に
特
有
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
オ
プ
シ
ョ
ン
購
入
者
に
あ
た
る
経
営

者
や
従
業
員
に
と
っ
て
は
、
株
価
の
一
定
の
価
格
（
行
使
価
格
）
を
上
回
る
部
分
が
報
酬
と
し
て
手
に
入
る
仕
組
み
上
、「
報
酬

（
の
可
能
性
）
に
上
限
が
な
く
」
か
つ
「
下
限
は
ゼ
ロ
で
あ
り
、
ロ
ス
は
発
生
し
な
い
」
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
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（
２
）
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
デ
メ
リ
ッ
ト

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
取
得
者
に
と
っ
て
「
現
在
確
実
に
受
け
取
る
筈
の
現
金
報
酬
を
将
来
の
受
け
取
り
金
額
が
不
確
実
な
報

酬
に
置
き
か
え
る
」
と
い
う
ハ
イ
リ
ス
ク
・
ハ
イ
リ
タ
ー
ン
性
が
あ
る
。

ま
た
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
が
企
業
に
と
っ
て
コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
売
却
で
あ
る
こ
と
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
利
用
の

急
拡
大
と
株
価
の
上
昇
に
よ
り
、
巨
額
化
し
て
き
た
「
未
行
使
の
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
オ
プ
シ
ョ
ン
価
値
」
の
存
在
を
認
識
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
付
与
企
業
に
と
っ
て
「
帳
簿
に
表
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
将
来
に
な
ら
な

い
と
額
が
確
定
し
な
い
隠
れ
た
費
用
」
を
伴
う
報
酬
制
度
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
は
、
無
コ
ス

ト
（
低
コ
ス
ト
）
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
を
付
与
す
る
企
業
サ
イ
ド
で
株
式
付
与
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
株
式
の
発
行
増

加
に
よ
り
一
株
あ
た
り
の
利
益
（earning

per
share

以
下
Ｅ
Ｓ
Ｐ
）
が
低
下
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
株
式
価
値
の
「
希
薄
化
」

（dilution

）
で
あ
る
。
企
業
は
、
そ
の
「
希
薄
化
」
リ
ス
ク
を
逃
れ
る
た
め
に
、
自
社
株
買
い
等
の
対
応
を
行
う
。
こ
れ
ら
の
対
応

は
、
他
の
投
資
機
会
（
借
入
金
返
済
な
ど
）
を
諦
め
自
社
株
買
い
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
投
入
す
る
意
味
で
コ
ス
ト
が
か
か
り
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
悪
化
を
伴
う
。
こ
れ
は
、「
隠
れ
た
負
債
」
の
表
面
化
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
企
業
が
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
導
入
な
い
し
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
付
与
拡
大
の
是
非
を
判
断
す
る
に
は
、

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
付
与
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
株
価
上
昇
を
伴
い
つ
つ
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
利
用
を
拡
大
す
る
に
は
、
コ
ス
ト
面
の
限
界
が
あ
る
。

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
付
与
を
通
じ
て
株
主
利
益
の
最
大
化
を
実
現
さ
せ
る
と
す
る
過
程
で
、
仮
に
実
現
利
益
以
上
に
株
価
上

昇
が
続
け
ば
、
株
式
益
利
回
り
（
＝
１
／
実
績
Ｐ
Ｅ
Ｒ
）
が
低
下
す
る
。
こ
の
株
式
益
利
回
り
の
低
下
は
、
単
純
化
す
れ
ば
、
他
の
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投
資
環
境
や
金
利
水
準
が
一
定
の
も
と
で
は
、
自
社
株
買
い
の
相
対
的
コ
ス
ト
を
上
昇
さ
せ
る
。
し
か
し
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン

付
与
を
続
け
る
限
り
、
企
業
は
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
行
使
に
備
え
て
高
コ
ス
ト
の
自
社
株
買
い
を
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
う
し
た
高
コ
ス
ト
の
自
社
株
買
い
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
付
与
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
が
、
将
来
生

じ
る
可
能
性
が
あ
る
コ
ス
ト
を
上
回
っ
て
余
り
あ
る
と
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
付
与
時
に
判
断
し
た
場
合
以
外
は
、
合
理
的
な
企

業
行
動
と
は
い
い
難
い
。
仮
に
、
結
果
的
に
当
該
メ
リ
ッ
ト
が
コ
ス
ト
を
下
回
る
場
合
は
、
企
業
価
値
を
損
な
い
、
株
価
下
落
を
孕

む
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
株
価
上
昇
を
伴
な
い
つ
つ
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
利
用
拡
大
が
永
続
的
に
続
く
こ
と
は
、
ス
ト
ッ
ク
オ

プ
シ
ョ
ン
付
与
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
の
拡
大
が
続
か
ぬ
限
り
、
想
定
し
が
た
い
。

さ
ら
に
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
導
入
・
運
用
の
あ
り
方
次
第
で
は
、
必
ず
し
も
株
主
利
益
を
最
大
化
す
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら

な
い
場
合
も
あ
り
、
そ
う
し
た
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
付
与
企
業
の
行
動
が
孕
む
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
取
得
者
と
株
主
間
の
利
益

配
分
問
題
が
あ
る
。
例
え
ば
、
株
価
下
落
時
の
「
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
行
使
価
格
の
下
方
修
正
」
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
下
方
修
正
後
の
価
格
で
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
を
行
使
さ
せ
る
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
（
未
行
使
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ

ョ
ン
の
価
値
が
増
大
し
、
そ
の
結
果
対
応
に
か
か
る
コ
ス
ト
が
増
大
す
る
）
を
比
較
考
量
し
、
そ
の
実
施
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
現
行
規
定
で
は
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
価
格
の
修
正
に
お
い
て
必
ず
し
も
株
主
の
同
意
は
必
要
な
く
、
企
業
経

営
側
（
実
際
に
は
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
取
得
者
で
あ
る
こ
と
が
大
半
）
の
み
で
判
断
で
き
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
決
定
プ
ロ
セ
ス

の
客
観
性
、
透
明
性
の
欠
如
、
と
い
う
観
点
で
問
題
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
米
国
で
は
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
導
入
・
運
用
に
関
し
て
株
主
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
の
網
を
よ
り
厳
密
に
か
け

る
た
め
規
制
変
更
や
、
一
般
投
資
家
か
ら
み
た
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
関
連
コ
ス
ト
に
つ
い
て
の
情
報
開
示
強
化
を
進
め
よ
う
と
い

う
動
き
が
徐
々
に
見
ら
れ
た
。
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５
　
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
問
題
の
展
開

株
価
が
右
肩
上
が
り
で
あ
っ
た
一
九
九
〇
年
代
は
、
株
主
と
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
取
得
者
の
両
者
に
と
っ
て
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ

ョ
ン
は
有
益
な
ツ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
Ｉ
Ｔ
バ
ブ
ル
が
崩
壊
、
株
価
が
低
迷
す
る
中
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン

が
持
つ
株
主
や
投
資
家
に
と
っ
て
の
負
の
側
面
が
健
在
化
し
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
以
下
の
四
点
で
あ
る
。

（
１
）
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
規
模
拡
大
に
伴
な
い
、
持
ち
分
の
潜
在
的
な
希
薄
化
の
割
合
が
高
ま
っ
て
い
る
（
二
〇
〇
一
年
の

希
薄
化
は
一
四
・
一
％
）。

（
２
）
大
幅
な
持
ち
分
の
希
薄
化
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
株
主
不
在
の
場
で
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
付
与
が
決
定
さ
れ
る
ケ

ー
ス
が
あ
る
。

（
３
）
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
が
会
計
上
の
利
益
の
か
さ
上
げ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

（
４
）
経
営
陣
に
株
価
の
引
き
上
げ
を
目
的
と
し
た
リ
ス
ク
の
高
い
経
営
判
断
を
促
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
、
規
制
当
局
や
機
関
投
資
家
の
間
で
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
乱
用
を
防
ぐ
動
き
が
活
発
化
し
た
。
ま

ず
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
乱
用
を
防
ぐ
た
め
に
プ
ラ
ン
の
決
定
に
株
主
が
介
在
で
き
る
状
況
を
作
ろ
う
と
い
う
動
き
が
生
じ
、

株
主
承
認
に
関
す
る
規
制
が
強
化
さ
れ
た
。
次
に
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
情
報
を
よ
り
正
確
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
動

き
が
生
じ
、
具
体
的
に
は
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
費
用
計
上
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
な
が
っ
た
。

前
者
の
株
主
承
認
の
是
非
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

米
国
の
ほ
と
ん
ど
の
会
社
法
で
は
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
付
与
に
関
し
て
株
主
承
認
を
義
務
付
け
て
お
ら
ず
、
連
邦
レ
ベ
ル

の
規
制
は
実
質
的
に
取
引
所
上
場
会
社
規
制
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

最
近
株
主
総
会
で
企
業
側
が
提
案
し
た
プ
ラ
ン
が
否
決
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
き
た
こ
と
や
、
企
業
側
に
機
動
的
な
ス
ト
ッ
ク
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オ
プ
シ
ョ
ン
付
与
の
ニ
ー
ズ
が
あ
る
こ
と
か
ら
株
主
承
認
を
必
要
と
し
な
い
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
を
採
用
す
る
企
業
が

増
え
て
い
る
。
株
主
か
ら
は
、
株
主
不
在
の
場
で
ダ
イ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
を
伴
な
う
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
対

す
る
不
満
や
情
報
開
示
の
充
実
の
要
請
が
高
ま
っ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
取
引
所
は
激
化
す
る
市
場
間
競
争
に
勝
ち
残
る
た
め
、
上
場
企
業
が
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
を
導
入

し
や
す
い
環
境
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
上
場
先
市
場
と
し
て
の
魅
力
を
高
め
る
た
め
、
株
主
承
認
に
関
す
る
規
制
に
は
後
ろ
向
き
の

姿
勢
で
あ
っ
た
。

二
〇
〇
〇
年
一
一
月
に
当
時
の
レ
ビ
ッ
ト
Ｓ
Ｅ
Ｃ
委
員
長
は
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
と
ナ
ス
ダ
ッ
ク
に
対
し
て
、
全
て
の
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ

ョ
ン
・
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
株
主
承
認
を
義
務
付
け
る
こ
と
を
上
場
会
社
規
則
に
盛
り
込
む
よ
う
に
促
し
た
（
６
）。

二
〇
〇
一
年
エ
ン
ロ
ン
破
綻
か
ら
、
米
国
で
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
に
関
す
る
議
論
が
高
ま
り
、
二
〇
〇
二
年
二
月
に

ピ
ッ
ト
Ｓ
Ｅ
Ｃ
委
員
長
が
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
、
ナ
ス
ダ
ッ
ク
に
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
株
主
承
認
を
義
務
付
け
る
提
案
も
含
ま
れ
た
書
簡

を
送
付
し
た
。

ナ
ス
ダ
ッ
ク
の
規
則
改
正
と
し
て
は
、
①
す
べ
て
の
株
主
に
付
与
さ
れ
る
場
合
や
②
企
業
が
人
材
を
登
用
に
利
用
す
る
等
を
除
い

て
オ
フ
ィ
サ
ー
ま
た
は
取
締
役
に
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
を
付
与
す
る
場
合
に
は
株
主
の
承
認
が
必
要
に
な
っ
た
。

一
方
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
特
別
委
員
会
に
よ
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
が
提
案
さ
れ
、
二
〇
〇
二
年
八
月
一
日
の
取
締
役
会

で
決
議
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
①
人
材
登
用
に
利
用
す
る
場
合
②
合
併
の
場
合
③
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
（
従
業
員
持
株
制
度
）
や
四
〇
一
（
ｋ
）

な
ど
の
税
制
優
遇
措
置
制
度
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
株
主
承
認
が
必
要
と
な
っ
た
。

前
後
す
る
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
で
新
た
な
情
報
開
示
制
度
の
導
入
（
二
〇
〇
一
年
一
二
月
）
さ
れ
た
。
①
株
主
承
認
を
受
け
た
株
式
報
酬

プ
ラ
ン
と
②
株
主
承
認
を
受
け
て
い
な
い
株
式
報
酬
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
（
ａ
）
現
存
の
オ
プ
シ
ョ
ン
や
ワ
ラ
ン
ト
が
権
利
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行
使
さ
れ
た
場
合
に
発
行
さ
れ
る
株
式
数
（
ｂ
）
現
存
の
オ
プ
シ
ョ
ン
や
ワ
ラ
ン
ト
の
加
重
平
均
価
格
（
ｃ
）
現
在
の
株
式
報
酬
プ

ラ
ン
で
将
来
発
行
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
株
式
数
（（
ａ
）
を
除
く
）
の
三
項
目
が
ア
ニ
ュ
ア
ル
レ
ポ
ー
ト
（
一
〇
―
Ｋ
）
と
株
主

総
会
招
集
通
知
（Proxy

Statem
ent

）
で
開
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
株
主
、
投
資
家
な
ら
び
に
ア
ナ
リ
ス
ト
な
ど
は
、
株
主
承
認
を
受
け
て
い
な
い
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
規
模
を
把

握
し
、
ダ
イ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
潜
在
可
能
性
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

６
　
お
わ
り
に

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
に
は
、
上
記
に
挙
げ
た
問
題
の
他
に
も
、
費
用
計
上
を
め
ぐ
る
問
題
、
税
制
上
の
取
り
扱
い
の
問
題
な
ど

が
山
積
し
て
い
る
。
経
営
判
断
が
ハ
イ
リ
ス
ク
・
ハ
イ
リ
タ
ー
ン
指
向
に
な
り
、
リ
ス
ク
の
高
い
投
資
、
過
度
の
自
社
株
買
い
、
短

期
的
収
益
の
追
求
な
ど
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
は
、
経
営
と
株
主
の
間
に
、
結
果
的
に
利
益
相
反
が
発
生
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ

の
た
め
、
経
営
責
任
の
明
確
化
と
、
透
明
か
つ
明
確
な
情
報
開
示
と
株
主
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
企
業
の
経
営
戦
略
の
一
部
と
し

て
、
よ
り
質
の
高
い
も
の
を
策
定
す
る
こ
と
が
今
後
も
望
ま
れ
る
。

注（
１
）

長
浜
洋
一
（
二
〇
〇
一
）「
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
考
え
方
」
企
業
会
計
五
月
号
、
一
〇
九
頁
。

（
２
）

内
部
者
（
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
）
の
自
社
株
の
売
買
に
関
す
る
厳
密
な
規
定

（
３
）

同
法
一
〇
条
（
ｂ
）
な
ど
の
よ
う
な
他
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
規
制
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
が
重
要
な
内
部
情
報
を
利
用
し
て
取
引
を
行
う
こ
と

を
禁
じ
て
い
る
が
、
同
法
一
六
条
（
ｂ
）
は
無
条
件
に
六
ヶ
月
以
内
の
売
買
を
禁
じ
て
い
る
。
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（
４
）

例
え
ば
、
故
意
に
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
価
値
を
高
め
る
た
め
に
会
社
の
株
価
を
不
正
に
操
作
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
規
制
で

あ
る
。

（
５
）

企
業
お
よ
び
株
主
に
と
っ
て
は
、
①
株
式
付
与
形
態
と
現
金
付
与
形
態
の
報
酬
の
う
ち
前
者
の
ウ
ェ
イ
ト
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
当

面
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
抑
制
で
き
る
②
報
酬
の
一
部
を
株
主
の
利
害
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
経
営
者
や
従
業
員
に
株
主
利

益
を
最
大
化
す
る
よ
う
な
行
動
（
労
働
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
）
を
と
ら
せ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
与
え
ら
れ
る
。

（
６
）

Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
と
ナ
ス
ダ
ッ
ク
は
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
し
て
は
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
を
お
い
て
い
る
。

Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
場
合
、
上
場
規
則
に
お
い
て
、
オ
フ
ィ
サ
ー
ま
た
は
、
取
締
役
が
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
を
取
得
す
る
際
に
は
原
則
的
に
株

主
承
認
を
必
要
と
す
る
。
た
だ
し
、
以
下
の
四
つ
の
場
合
は
株
主
承
認
を
必
要
と
し
な
い
。
①
株
主
全
員
に
発
行
さ
れ
る
場
合
②
株
主
に

広
く
発
行
さ
れ
る
場
合
（broadly-based

plan

）
③
以
前
に
雇
用
関
係
の
な
か
っ
た
新
た
な
人
材
を
登
用
す
る
た
め
に
発
行
さ
れ
る
場
合

④
導
入
さ
れ
た
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
が
す
べ
て
行
使
さ
れ
て
も
い
ず
れ
オ
フ
ィ
サ
ー
ま
た
は
取
締
役
も
発
行
済
み
株
式
数
の
一
％
以
上

を
取
得
す
る
こ
と
に
な
ら
ず
、
か
つ
全
体
で
発
行
済
み
株
式
数
の
五
％
を
越
え
な
い
よ
う
な
場
合
。

（
み
き
　
ま
り
・
研
究
員
）

（34）


